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第 13 章 情報システム 

１．概要 

経済産業行政の実施に当たり、創造的、機動的及び効率

的に日常の業務が実施でき、また、組織の合理化を図れる

ような情報システム環境を整備することが重要な課題で

ある。 

経済産業省としては、世界最先端 IT 国家創造宣言に沿

って、業務の見直しも踏まえた省内業務の効率化・スリム

化に資する情報システム環境の整備を行うとともに、国民

の皆様に向けては、より利便性の高い公共サービスを提供

し、利用者中心のサービスを提供する。また、セキュリテ

ィの強化は、国家安全保障・危機管理のみならず、国際競

争力強化等のためにも不可欠なものであり、引き続き、強

靱で活力あるサイバー空間を構築する。 

 

２．具体的取組 

２．１．経済産業省情報基盤の改善 

 2013 年２月に入替えを実施した基盤情報システムにつ

いて、使いやすさや安定性、業務継続性の向上のための対

策を実施した。具体的には、外部から経済産業省Ｗｅｂメ

ール等を利用するためのマトリクス認証システムの改善、

シンクライアント PC を起動したまま会議室等へ移動して

も、無線 LAN の通信が切れにくくなるようにするための対

策、Ｗｅｂメールの接続先サーバを追加することによる災

害時等の業務継続性の向上及び通常時のシステム応答時

間の短縮を図った。 

 

２．２．情報セキュリティ対策等の充実・強化 

(1) 情報管理に係る運用手続の策定や体制の整備 

他省庁で発生した情報漏えい事案に係る内閣官房から

の注意喚起を受け、民間企業の提供する約款によるグルー

プメールサービスで機密情報を扱うことのないよう、情報

セキュリティ推進策として、情報管理の徹底や機密情報の

関係者間での共有方法等について全職員に対して周知し

た。 

 

(2) 情報セキュリティ対策研修 

職員向けの集合研修において、情報セキュリティをカリ

キュラムに取り入れるとともに、全職員向けに

e-learning による情報セキュリティ研修を実施した。 

 (3) 標的型メール訓練 

2013 年９月及び 11 月に、省内職員を対象に標的型メー

ルを模倣した訓練メール（添付メール、リンクメール）を

配信し、添付ファイルやリンクを開いた職員に対し、標的

型メール攻撃に関する教育用資料を閲覧させるなど、訓練

効果を高める対策を実施した。 

 

(4) 情報セキュリティ対策の自己点検 

「経済産業省情報セキュリティ管理規程」に基づき、全

職員を対象に「経済産業省情報セキュリティ対策基準」に

おいて規定されている情報セキュリティ対策に係る遵守

事項が的確に実施されているか自己点検を行い、点検結果

を内閣官房情報セキュリティセンター（NISC）に報告した。 

 

(5) 情報セキュリティ監査 

「経済産業省情報セキュリティ管理規程」に基づき、各

種情報セキュリティ対策の実施状況を確認するため、第三

者による情報セキュリティ監査を実施した。 

 具体的には、「経済産業省情報セキュリティポリシー」

と各実施手順等との準拠性監査、各種システムの運用時に

おける情報セキュリティ対策実施状況の監査等を実施した。 

 

２．３．オンライン利用環境の高度化 

経済産業省では、2003 年度末以降「e－Japan 重点計画」

に基づき、申請・届出等の手続を「経済産業省汎用電子申

請システム（ITEM2000）」によりオンラインで受け付けて

いたが、技術的にも、その機能についても陳腐化していた

ばかりでなく、旧来の技術を使用し続けることにより、メ

ンテナンスに係る負荷やコストが増大していたことから、

情報システムに係る技術の進展等環境の変化を踏まえ、

2014 年３月に「経済産業省電子申請受付・審査等管理シ

ステム（sacra）」を構築、運用を開始した。 
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第 14 章 調査統計 

１．統計を巡る状況と主な動き 

１．１．「公的統計の整備に関する基本的な計画」への対

応 

統計行政の法的基盤として、政府の政策決定に必要な統

計を提供することを通じ、我が国の経済発展等を支えてき

た統計法が、2007 年５月に全面改正され、公布された。 

 改正後の統計法（平成 19 年法律第 53 号）において、公

的統計（国の行政機関、地方公共団体又は独立行政法人等

が作成する統計）は、国民にとって合理的な意思決定を行

うための基盤となる重要な情報であると位置付けられる

とともに、政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的

かつ計画的な推進を図るため、公的統計の整備に関する基

本的な計画（以下「基本計画」という。）を定めることが

規定された。 

 公的統計を取り巻く様々な課題を克服し、社会の情報基

盤としてふさわしい統計を政府が責任を持って提供する

ためには、新統計法の目的や理念を踏まえつつ、政府全体

として継続的な取組を進めることが不可欠である。新統計

法第４条の規定に基づき、基本計画を定め、今後政府は、

この計画に盛り込まれた内容を着実かつ計画的に推進す

る。 

【基本計画の主な内容】 

(ア) 2009 年度から５年間に講ずべき主な施策（【】は、担

当府省、＜＞は実施時期） 

○2016 年に予定されている経済センサス-活動調査の実

施までに、関係府省は経済構造統計を軸とした産業関

連統計の体系的整備に取り組む。その際、各種一次統

計と国民経済計算の整合性に十分留意するとともに、

特に内閣府は体系に適合した国民経済計算の年次推計

方法を確立する【関係府省】＜2009 年度から検討する

＞。 

○国民経済計算及び産業連関表（基本表）並びに一次統

計の各作成部局の間で連携を図り、必要な検討・調整

等を行う。第三者機関による検討としては、統計委員

会国民経済計算部会の下に産業連関表に関する検討の

場を設け、国民経済計算や他の一次統計に関する調査

審議と連携しながら、産業連関表に関して基本計画に

盛り込まれた事項をフォローアップするための調査審

議を行う【内閣府、産業連関表（基本表）作成府省庁、

一次統計作成府省】＜2009 年度から検討する＞。 

○情報通信業の分野において、総務省が実施する統計調

査については、経済産業省企業活動基本調査と連携し

て一元的に行う。具体的には、既存の情報通信活動に

係る統計調査について、企業活動を把握する基幹統計

となる企業活動基本統計（仮称）の下に統合して、日

本標準産業分類の大分類「Ｇ情報通信業」に係る経済

産業省と総務省の共管調査として実施し、情報通信業

に関する企業活動の統計を整備する【総務省、経済産

業省】＜2010 年を目途として実施する＞。 

 

(イ) 指定統計から基幹統計に移行する統計の整備（＜＞

は実施時期） 

(A) 引き続き基幹統計として整備する統計 

工業統計調査、商業統計調査、ガス事業生産動態統

計調査、石油製品需給動態統計調査、商業動態統計調

査、特定サービス産業実態調査、経済産業省特定業種

石油等消費統計調査、経済産業省企業活動基本統計調

査。 

(B) 統合（共管）に向けて検討する基幹統計 

経済産業省生産動態統計調査（経済産業省）、薬事工

業生産動態統計調査（厚生労働省）、牛乳乳製品統計調

査、木材統計調査（共に農林水産省）、造船造機統計調

査、鉄道車両等生産動態統計調査（共に国土交通省）。 

これら製造業の生産動態に関する統計については、

府省横断的な生産動態に関する統計（生産動態統計（仮

称））を一つの基幹統計とし、その下で、それぞれ独自

の調査項目を活かしつつ、他省と調査項目、用語等の

統一を図った上で、各省それぞれが所管する生産動態

統計調査を実施する体系への再編を検討する。＜2009

年度早期に所要の検討を開始し、2013 年度までに整備

を図る＞。 

(C) 基幹統計から除外する統計 

○埋蔵鉱量統計 

本調査は、1950 年８月に指定統計として指定され、

2004 年から５年周期の調査として実施されてきてい

るが、その重要性が低下してきていることから、今後、

基幹統計調査として実施する必要性に乏しく、一般統

計調査として実施することが適当である。＜2010 年度

以降に到来する調査の実施時期までに措置する＞。 
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